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一
問
題
の
背
景

ニ
カ
ナ
ダ
の
公
的
部
門
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ

三
実
験
と
試
み
Ｉ
そ
の
内
容

１
カ
ナ
ダ
統
計
局
の
半
自
律
的
作
業
集
団
（
以
上
前
号
）

２
国
務
省
翻
訳
局
の
「
準
自
律
チ
ー
ム
」
（
以
下
本
号
）

３
税
務
地
方
事
務
所
に
お
け
る
参
加
的
管
理

４
意
識
と
「
生
産
性
」
（
第
一
世
代
実
験
の
評
価
）

５
首
都
委
員
会
に
お
け
る
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析

’
国
防
省
Ｉ
労
使
協
議
制
下
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ

四
成
果
と
問
題
点

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

ｌ
カ
ナ
ダ
の
場
合
Ｉ

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

嶺

￣ 

○ 
￣ 

学



公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
○
二

（
型
）

２
国
務
省
翻
訳
局
の
「
準
自
律
チ
ー
ム
」

「
概
要
ｌ
「
準
自
律
チ
ー
ム
」

国
務
省
翻
訳
局
（
弓
『
目
の
］
四
国
・
ロ
切
貝
の
四
口
》
Ｃ
の
宮
耳
目
の
二
・
【
岳
の
ｍ
の
Ｒ
の
画
二
・
｛
の
庁
昌
の
）
の
一
一
課
、
博
物
館
課
（
三
口
の
の
こ
日
の

ｍ
の
ｓ
ｏ
ご
）
、
中
央
科
学
課
（
Ｏ
の
日
日
一
ｍ
ｇ
①
＆
旨
の
の
＆
・
ロ
）
職
員
四
○
名
が
、
実
験
の
対
象
と
な
っ
た
。

翻
訳
は
学
位
の
あ
る
専
門
職
が
担
当
し
て
い
た
が
、
業
務
内
容
は
両
課
で
差
が
あ
り
、
前
者
に
比
較
し
て
後
者
で
は
、
担
当
者
が
、
専

門
分
野
ご
と
に
細
分
化
し
、
専
門
性
の
ゆ
え
に
代
替
が
困
難
で
あ
っ
た
。
依
頼
さ
れ
る
仕
事
は
長
期
的
単
発
的
で
あ
る
。
博
物
館
課
の
仕

事
は
、
短
期
的
な
も
の
と
長
期
的
な
も
の
が
混
在
し
、
依
頼
先
も
決
っ
て
い
る
と
言
っ
た
差
が
あ
っ
た
。
高
い
学
歴
と
業
務
の
差
が
、
実

験
に
お
け
る
共
通
性
と
差
異
に
反
映
し
た
。

担
当
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
の
①
日
］
□
Ｆ
の
｛
の
ワ
ゴ
①
）
は
、
他
の
一
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
対
照
的
に
、
積
極
的
な
指
導
、
介
入
、
調
査
の
実

施
等
、
特
に
予
定
し
た
手
順
に
よ
る
目
標
と
す
る
状
態
へ
の
誘
導
は
行
な
わ
ず
、
関
係
者
と
対
等
な
立
場
で
意
見
を
述
べ
て
、
自
主
的
意

思
決
定
を
促
し
た
り
、
対
立
に
よ
る
行
き
詰
り
を
打
解
す
る
場
面
を
設
定
す
る
な
ど
、
触
媒
（
８
巨
舌
【
）
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
。

こ
の
業
務
遂
行
の
ス
タ
イ
ル
は
、
こ
の
実
験
の
場
合
に
彼
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
基
礎
的
生
産
単
位
が
「
準
自
律
チ
ー
ム
」
（
Ｃ
目
の
一
山
言
・
ロ
・
日
・
色
の

【
四
日
）
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
と
も
不
可
分
で
あ
る
。
関
係
者
の
自
主
決
定
で
は
、
実
験
の
行
方
が
定
ま
ら
な
い

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
想
定
し
て
い
た
準
自
律
チ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
準
自
律
チ
ー
ム
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
半
自
律
的
作
業
集
団
と
同
義
で
あ
る
。
た
だ
し
、
｜
定
制
約
条
件
の
も
と
で
、
集
団
が

そ
の
所
属
す
る
大
き
な
組
織
に
責
任
を
負
う
と
と
も
に
、
内
部
運
営
に
つ
い
て
完
全
な
自
主
決
定
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
組

織
の
基
礎
的
単
位
に
お
け
る
民
主
主
義
と
い
っ
た
政
治
学
的
関
心
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
仕
事
の
体
制
（
三
・
禺
同
の
四
日
の
）
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
体



Ⅱ
具
体
的
施
策

実
際
に
課
レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
た
主
な
事
項
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

○
リ
ー
ダ
ー
の
選
出
課
ご
と
に
従
来
の
課
の
管
理
者
に
当
た
る
者
を
選
出
し
た
。
博
物
館
課
で
は
、
従
来
の
課
の
管
理
者
と
そ
の
支

持
者
五
名
が
課
を
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
主
的
意
思
決
定
が
可
能
と
な
る
と
い
う
劇
的
な
事
件
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
示
す
よ

う
に
、
リ
ー
ダ
ー
の
選
出
は
自
己
組
織
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
処
理
は
後
述
の
よ
う
に
複
雑
で
あ
る
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
○
三

第
一
一
の
共
通
的
特
質
は
、
集
団
と
し
て
意
思
決
定
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
自
主
管
理
」
（
の
①
］
【
‐
日
目
四
ｍ
の
日
の
日
）
と
類
似

す
る
が
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
な
い
「
自
己
組
織
」
（
の
①
］
命
‐
・
Ｈ
ｍ
目
同
呂
・
ロ
）
と
表
現
し
た
方
が
よ
い

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
意
思
決
定
が
前
記
責
任
と
不
可
分
で
、
そ
れ
に
伴
う
制
限
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
組
織
と
し
て
独
自
的

意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
と
い
う
意
味
の
ほ
か
、
個
性
あ
る
多
様
な
「
自
己
」
の
必
要
が
組
織
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
の
意
味
を
含
め
て

い
る
。

制
（
Ｃ
三
Ｆ
【
①
頤
旨
の
）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
評
価
報
告
書
に
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
論
に
は
一
一
一
一
口
及
が
な
い
。

実
験
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
が
、
「
準
自
律
チ
ー
ム
」
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
に
差
異
が
あ
っ
た
。
第
一

の
共
通
的
特
質
は
、
集
団
と
し
て
責
任
を
担
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
実
験
開
始
に
際
し
て
局
側
と
課
の
メ
ン
バ
ー
と
が
、
産
出

量
に
つ
い
て
実
験
前
一
年
の
水
準
を
上
回
る
水
準
を
達
成
す
る
こ
と
、
完
成
し
た
テ
キ
ス
ト
と
依
頼
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
維
持
す
る

こ
と
、
納
期
を
尊
重
す
る
こ
と
な
ど
を
合
意
し
た
こ
と
が
そ
の
内
容
で
あ
っ
た
。
な
お
、
制
約
条
件
と
し
て
、
職
務
分
類
と
給
与
は
変
更

こ
と
、
納
期
を
尊
重
｛

し
な
い
等
が
あ
っ
た
。



課
業
の
配
分
は
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
職
務
能
力
に
よ
る
。
個
人
の
質
・
量
の
目
標
を
仲
間
の
承
認
の
も
と
に
決
め
る
。

博
物
館
課
で
「
品
質
管
理
」
の
ス
テ
ッ
プ
を
設
け
た
。
長
と
翻
訳
者
が
交
替
で
当
っ
た
。
中
央
科
学
課
で
は
依
頼
者
と
の
接
触
、

各
省
か
ら
専
門
用
語
の
情
報
を
得
る
専
任
者
を
お
い
た
。

勤
務
時
間
・
勤
務
曰
程
の
完
全
な
自
由
化
。

○
メ
ン
バ
ー
の
採
用
責
任
を
共
有
す
る
た
め
誰
を
採
用
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
両
課
と
も
、
自
主
的
に
選
考
を
行
な
っ
た
。

○
業
績
の
評
価
各
課
で
メ
ン
バ
ー
の
業
績
の
評
価
を
行
な
っ
た
。
職
務
能
力
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
仕
事
を
い
か
に
や
っ
て
い
る

か
は
口
頭
で
仲
間
が
当
人
に
示
し
た
。
昇
進
等
の
目
的
の
評
価
は
、
（
従
来
の
課
長
に
代
る
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
仕
事
上
接

触
の
あ
る
仲
間
が
行
な
っ
た
。

実
験
で
は
、
通
常
の
規
則
・
手
続
、
労
働
協
約
の
適
用
除
外
が
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う
、
発
足
時
の
条
件
の
も
と
で
、
課
単
位

の
グ
ル
ー
プ
が
、
内
部
運
営
に
つ
い
て
自
律
的
に
行
動
で
き
た
が
、
課
は
伝
統
的
組
織
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
変
り
が
な
か
っ
た
。
実
験

に
あ
た
っ
て
設
置
さ
れ
た
、
行
動
委
員
会
（
夢
の
シ
＆
・
ロ
○
・
日
三
洋
の
①
）
が
、
こ
の
新
旧
組
織
を
繋
ぐ
役
割
を
果
し
た
。
こ
の
点
は
他

の
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
配
置
転
換
、
採
用
、
生
産
管
理
等
に
つ
い
て
、
課
の
決
定
を
局
と
し
て
有
効
と

す
る
た
め
の
決
定
を
行
っ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
当
初
は
、
管
理
者
側
代
表
一
名
、
組
合
代
表
一
名
、
国
務
省
人
事
部
門
代
表
一
名
か
ら

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
○
四

○
作
業
組
織
、
作
業
条
件
等
の
決
定
職
務
再
設
計
的
な
変
更
と
し
て
、
従
来
あ
っ
た
課
内
の
班
組
織
の
廃
止
、
翻
訳
者
と
校
閲
者
の

区
分
を
廃
止
し
役
割
を
交
替
し
得
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
翻
訳
者
が
依
頼
者
と
直
接
接
触
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
（
博
物
館

課
、＝－

０ 



斑
成
果
と
問
題
点

一
年
半
の
実
験
の
成
果
で
あ
る
が
、
評
価
報
告
書
の
一
部
を
な
す
博
物
館
課
員
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
実
験
以
前
に
は
個
人
が
必
要
に
迫

ら
れ
努
力
し
て
昇
進
な
ど
の
報
酬
を
得
た
が
、
「
巨
大
な
機
構
の
囚
人
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
報
告
時
に
は
、
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て

チ
ー
ム
の
成
功
と
失
敗
に
与
り
、
仲
間
と
の
関
係
が
開
放
的
で
建
設
的
批
判
が
行
な
わ
れ
、
満
足
す
べ
き
心
理
状
態
に
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
け
る
疎
外
感
と
競
争
を
克
服
し
得
た
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

産
出
量
、
「
生
産
性
」
に
つ
い
て
は
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
報
告
書
に
客
観
的
資
料
に
よ
る
記
述
が
な
い
。
実
験
の
解
釈
は
微
妙
で
あ
る

が
、
実
験
中
に
上
昇
傾
向
が
あ
り
実
験
の
前
提
と
な
っ
た
従
前
の
水
準
は
、
維
持
な
い
し
達
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
管
理
者
側
意
見
に

（
お
）

傾
き
が
ち
な
行
動
委
員
〈
云
が
、
実
験
終
了
後
、
他
課
へ
の
拡
大
を
提
案
し
た
こ
と
、
ま
た
、
局
と
し
て
も
拡
大
を
計
画
し
た
こ
と
か
ら
も

形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
増
員
し
て
い
る
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
二
課
の
代
表
が
毎
月
行
な
わ
れ
た
会
議
に
出
席
し
た
（
二
課
代
表
は
隔
月

に
）
。
こ
の
委
員
会
は
、
上
述
の
ほ
か
実
験
の
指
導
・
肋
一
一
一
一
曰
予
算
局
へ
の
情
報
提
供
を
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
は
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
、
実
験
は
、
与
え
ら
れ
た
条
件
の
も
と
で
、
職
場
の
自
律
化
に
成
功
し
た
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
っ
た
。

第
一
は
「
Ｑ
Ｗ
Ｌ
体
制
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
達
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
つ
の
理
由
か
ら
生
じ
た
。
ま
ず
、
伝
統
的
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
に
お
け
る
権
威
構
造
で
は
、
組
織
の
長
に
意
思
決
定
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
、
集
団
が
意
思
決
定
の
権
限
を
も
つ
自
己
組
織
と

は
原
則
的
な
対
立
が
あ
る
。
実
験
に
あ
た
っ
て
課
の
管
理
者
が
伝
統
的
な
権
威
構
造
に
固
執
し
た
場
合
、
行
き
詰
り
と
な
る
。
博
物
館
課

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
○
五

こ
の
点
が
推
測
さ
れ
る
。



三
つ
め
に
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
雰
囲
気
に
な
じ
め
ず
自
発
的
に
他
へ
転
じ
た
者
、
お
よ
び
実
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
機
会
を
よ
く
利
用
し
て

能
力
を
向
上
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
転
職
し
た
者
が
、
中
央
科
学
課
の
記
録
の
中
に
み
ら
れ
る
。
行
動
委
員
会
の
実
験
後
へ
の
プ
ラ
ン
で

は
、
伝
統
的
組
織
を
選
好
す
る
者
が
出
る
の
は
不
可
避
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
な
者
に
は
、
旧
来
の
組
織
の
中
で
雇
用
機
会
を
与
え
る
べ

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
○
六

の
場
合
は
、
旧
「
体
制
」
の
支
持
者
が
追
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
験
の
第
一
段
階
で
、
こ
の
課
の
管
理
は
、
上
級
校
閲
職
（
Ｔ
Ｒ
４
）
が
、

課
を
部
に
対
し
て
代
表
す
る
役
割
、
業
務
の
監
視
、
質
の
維
持
な
ど
を
行
な
い
、
上
級
書
記
職
（
Ｃ
Ｒ
４
）
が
、
依
頼
者
と
の
折
衝
、
課

業
の
配
分
、
「
生
産
管
理
」
を
担
当
し
た
。
課
員
が
一
カ
月
任
期
の
長
（
申
の
の
丘
の
貝
）
を
選
出
し
た
が
、
こ
の
者
は
部
の
会
議
に
上
級
校

閲
職
に
随
行
す
る
程
度
の
役
割
し
か
果
せ
な
か
っ
た
。
第
一
一
段
階
で
は
、
三
カ
月
ご
と
に
選
出
さ
れ
る
長
に
、
｜
｜
人
の
権
限
が
集
中
さ
れ

た
。
も
っ
と
も
長
は
課
員
集
団
に
対
し
て
責
任
を
も
ち
、
以
前
は
一
一
人
が
権
限
を
専
一
的
に
も
っ
て
い
た
の
と
は
異
る
。
補
佐
（
ご
局
の
‐

官
の
の
丘
①
ョ
）
が
一
カ
月
ご
と
に
選
出
さ
れ
、
長
の
役
割
の
一
部
を
委
ね
ら
れ
た
。
中
央
科
学
課
で
は
、
実
験
に
当
り
、
｜
｜
人
の
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
が
選
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
上
級
校
閲
職
お
よ
び
上
級
書
記
で
あ
っ
て
、
旧
来
の
秩
序
に
お
け
る
も
の
と
結
果
的
に
は
同
一

で
あ
る
。
前
者
は
課
全
体
の
調
整
、
他
は
依
頼
の
受
付
、
課
業
の
配
分
な
ど
が
役
割
で
あ
る
。
こ
の
課
の
場
合
は
、
報
告
に
は
な
い
が
、

管
理
の
地
位
の
者
が
自
ら
の
役
割
の
変
化
を
認
め
た
た
め
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
中
央
科
学
課
で
、
個
人
業
績
の
悪
い
翻
訳
職
一
名
の
配
転
を
求
め
、
実
現
さ
せ
た
。
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
チ
ー
ム
の
責
任
が

個
人
に
分
割
さ
れ
る
た
め
、
仲
間
の
業
績
の
評
価
は
１
１
上
別
記
の
よ
う
に
能
力
開
発
を
促
す
目
的
が
あ
る
一
方
１
１
↓
厳
し
い
自
己
規
律
と

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

な
る
と
解
し
て
い
る
。

第
二
の
問
題
は
、
目
標
と
過
程
に
関
す
る
。
実
験
の
場
合
、
実
現
す
べ
き
組
織
の
理
念
は
明
確
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
具
体
的
モ
デ
ル
、



（
妬
）

３
税
務
地
方
事
務
所
に
お
け
る
参
加
的
管
理

実
験
場
所
は
カ
ナ
ダ
国
税
省
ロ
ン
ド
ン
（
オ
ン
タ
リ
オ
州
）
地
方
事
務
所
検
査
部
（
シ
巨
曰
（
□
】
ぐ
ご
・
Ｐ
Ｆ
・
己
・
ロ
ロ
｝
の
三
Ｒ
Ｃ
】
ゴ
の
】
・
Ｐ

用
の
ぐ
の
ロ
ロ
の
Ｏ
四
口
■
□
四
（
目
四
〆
呉
ご
ロ
）
）
で
あ
る
。

他
の
一
一
例
と
異
り
、
大
き
な
業
務
単
位
で
あ
り
、
一
九
七
六
年
四
月
の
人
員
が
一
三
五
名
（
一
九
七
八
年
一
月
、
一
五
五
名
。
い
ず
れ

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
○
七

到
達
す
べ
き
過
程
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
二
課
で
こ
れ
ら
に
差
異
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
予
算
局
に
と
っ
て
も
不
安
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
第
二
世
代
で
は
、
当
初
か
ら
予
定
し
た
変
化
過
程
を
守
る
方
針
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
三
に
、
伝
統
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
「
準
自
律
チ
ー
ム
」
の
接
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
実
験
で
は
、
行
動
委
員
会
が
緩
衝
装
置
と

し
て
の
役
割
を
果
し
た
反
面
、
中
間
管
理
者
層
が
計
画
か
ら
基
本
的
に
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
層
の
疑
惑
や
不
信
を
招
い
た
。

実
験
後
、
二
課
を
ど
の
よ
う
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
再
統
合
す
る
か
も
問
題
で
あ
っ
た
。
実
験
が
曰
常
業
務
と
な
り
う
る
た
め
に
は
こ
の
問

題
を
解
く
必
要
が
あ
る
。
二
課
の
課
員
集
団
は
実
験
終
了
後
も
、
そ
の
体
制
を
希
望
し
た
が
、
同
時
に
現
実
的
に
妥
協
案
も
示
し
た
。
課

へ
の
転
入
お
よ
び
課
か
ら
の
転
出
に
つ
い
て
は
、
課
側
と
局
側
の
同
数
の
委
員
に
よ
り
取
扱
う
こ
と
、
博
物
館
課
の
上
級
校
閲
職
に
つ
い

て
は
、
合
理
性
あ
る
基
準
に
よ
り
、
課
側
と
局
側
で
合
同
し
て
決
め
る
こ
と
が
、
そ
の
提
案
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。

凶
①
『
⑦
－
『
②
》
骨
①
『
函
》
再
Ｈ
二
口
］
の
。
。

（
妬
）
］
・
因
・
言
・
の
ぎ
の
○
口
》
○
つ

（
別
）
○
の
日
一
旦
旧
の
【
①
す
ぐ
【
の
①
１
．
．
ｍ
ｇ
三
・
菖
誉
ご
忌
皇
②
ミ
ニ
忌
貫
咀
旧
鳶
菖
回
包
ミ
ミ
の
三
（
〉
口
ミ
ミ
・
ミ
ミ
誉
目
》
冒
旨
言
罠
岑
言
員

Ｃ
】
戸



こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
実
施
さ
れ
た
主
な
試
み
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）
技
術
評
価
委
員
会
（
弓
の
呂
已
８
］
少
の
の
①
の
の
曰
の
二
０
．
日
日
辱
の
の
）
と
よ
ば
れ
る
、
各
課
の
一
般
職
員
の
代
表
を
含
む
委
員
会
に

よ
っ
て
、
検
査
の
技
法
と
手
続
に
関
し
て
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
職
務
再
設
計
と
し
て
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
２
）
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
従
来
か
ら
の
単
純
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
組
織
を
そ
の
ま
ま
と
し
、
課
を
半
自
律
的
な
も
の
と
し
、
管

理
・
監
督
を
参
加
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
試
み
、
或
程
度
実
現
し
た
と
、
評
価
報
告
書
は
述
べ
て
い
る
。

従
来
か
ら
の
組
織
編
成
は
、
部
長
ｌ
課
長
（
の
①
＆
・
ロ
ｓ
】
の
｛
）
ｌ
グ
ル
ー
プ
長
（
ず
の
＆
・
【
四
・
ｇ
）
ｌ
監
査
係
（
一
般
）
と
い
う
も

っ
と
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
験
開
始
後
、
課
や
グ
ル
ー
プ
で
の
全
員
会
議
が
恒
常
的
に
開
か
れ
、
長
と
メ
ン
バ
ー
の
間
、
グ
ル
ー

プ
間
、
課
問
の
意
思
疎
通
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ァ
イ
ル
課
で
、
一
般
の
者
が
協
議
し
て
仕
事
に
関
す

る
改
善
案
を
作
り
、
グ
ル
ー
プ
長
層
、
課
長
層
の
承
認
を
得
、
さ
ら
に
グ
ル
ー
プ
長
と
一
般
か
ら
な
る
小
委
員
会
で
優
先
順
位
を
協
議
し
、

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
○
八

も
実
験
に
参
加
し
な
か
っ
た
一
課
を
除
く
）
で
あ
る
。
部
に
は
九
課
が
あ
っ
た
。

検
査
部
の
仕
事
の
特
性
は
、
専
門
性
が
高
い
こ
と
、
基
幹
部
分
は
単
独
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
の
特
性
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
人
で
あ
る
一
般
の
職
員
は
、
子
供
の
よ
う
に
細
か
く
監
督
さ
れ
、
厳
格
な
規
則
を
守
り
、
組
織
全
体
に
つ
い
て
の

情
報
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
、
自
主
的
決
定
の
余
地
が
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
記
し
て
お
り
、
一
般
職
員
や
監
督
者
の

は
し
て
い
な
い
。

不
満
が
多
か
っ
た
。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
【
の
目
の
岳
目
囚
呂
の
。
）
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
過
程
に
あ
ま
り
介
入
せ
ず
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
論
の
紹
介
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
な
ど
の
た
め
に
セ
ミ
ナ
ー
を
行
っ
た
ほ
か
に
、
推
進
協
力
者
と
し
て
の
役
割
を
守
り
、
表
面
に
現
れ
た
活
動



課
の
会
議
に
結
果
を
報
告
し
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
解
決
の
課
内
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
は
、
他
の
課
で
も
生
ま
れ
た
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

の
チ
ー
ム
形
成
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
集
団
に
よ
る
問
題
解
決
法
を
参
加
者
が
学
習
し
た
。
グ
ル
ー
プ
長
の

役
割
は
、
指
揮
統
制
的
な
も
の
か
ら
、
教
育
訓
練
、
調
整
、
技
術
的
援
助
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
っ
た
。

他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
同
様
、
部
レ
ベ
ル
に
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
運
営
委
員
会
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
委
員
会
は
意
思
決
定
権
限
が
な
か
っ
た
。
七

七
年
一
一
月
に
、
各
課
職
員
代
表
の
ほ
か
に
部
長
、
課
長
を
含
め
た
管
理
委
員
会
（
三
目
四
ｍ
の
曰
の
貝
Ｏ
・
自
己
言
の
）
に
組
織
変
更
し
た
。

こ
の
委
員
会
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
と
し
て
行
な
う
活
動
の
指
導
・
支
援
の
ほ
か
各
課
の
事
業
計
画
と
予
算
の
調
整
な
ど
の
広
い
権
限
を
も
っ
て
お
り
、

職
員
代
表
が
課
の
会
議
と
も
連
繋
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
下
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
改
善
し
た
。
形
と
し
て
は
、
部
の
意
思
決
定
へ
職

員
代
表
が
参
加
し
た
こ
と
と
な
る
。
七
七
年
一
一
一
月
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ァ
イ
ル
課
、
現
地
検
査
課
（
国
①
匡
少
巨
曼
》
一
一
課
あ
る
）
で
、

一
般
職
員
の
意
見
を
反
映
し
か
つ
部
の
計
画
と
適
合
す
る
形
で
、
次
年
度
の
業
務
計
画
を
作
っ
た
。

ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ァ
イ
ル
課
で
は
、
職
務
再
設
計
が
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
、
グ
ル
ー
プ
編
成
を
流
動
的
な
も
の
と
し
、
グ
ル
ー
プ

長
の
役
割
を
変
更
し
、
監
査
係
の
自
由
度
を
増
大
さ
せ
た
。

（
３
）
｜
般
の
監
査
係
、
グ
ル
ー
プ
長
な
ど
が
解
決
を
望
ん
で
い
た
作
業
条
件
等
に
関
わ
る
多
数
の
事
項
が
、
運
営
委
員
会
の
選
択
し

た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
課
題
別
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
部
レ
ベ
ル
）
等
で
取
り
扱
わ
れ
、
相
当
数
解
決
さ
れ
た
。
服
装
の
自
由
、
机
で
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
み
得
る
こ
と
、
出
勤
届
、
休
暇
届
を
自
主
規
律
に
よ
る
も
の
に
変
更
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善

（
能
力
が
向
上
す
る
方
向
で
）
、
管
理
能
力
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
個
人
業
績
評
価
方
法
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
仕
事
の
内
容
よ
り
は
仕

事
に
関
連
し
た
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
主
規
律
、
能
力
の
発
展
な
ど
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
的
価
値
を
実
現
す
る
よ
う
な
狙
い
の
制
度
改
革
で
あ

っ
た
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
○
九



公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

二
○

ロ
ン
ド
ン
地
方
事
務
所
の
場
合
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
的
価
値
を
目
指
し
た
多
様
な
試
み
が
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
特
徴
と
す
る
こ
と
も
出
来
よ

う
が
、
実
験
の
主
な
内
容
は
何
で
あ
っ
た
か
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
技
術
評
価
委
員
会
に
よ
る
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析
は
な
さ
れ
た
も
の
の
こ

れ
に
よ
る
改
革
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
高
度
の
知
識
を
要
す
る
単
独
作
業
、
そ
の
重
要
部
分
が
事
務
所
外
で
行
な
わ
れ
る
事
情
の
も
と

で
Ｓ
Ｔ
Ｓ
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る
の
か
の
疑
問
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
内
在
す
る
価
値
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
部
レ
ベ
ル

で
、
次
い
で
課
レ
ベ
ル
の
一
般
職
員
の
参
加
し
た
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
を
利
用
し
つ
つ
問
題
解
決
に
当
っ
た
。
ま
た
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を

維
持
し
つ
つ
、
部
レ
ベ
ル
で
の
職
員
の
参
加
お
よ
び
参
加
的
管
理
を
行
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
、
職
務
再
設
計
で
あ
る
よ
り
は
、
一
般
職

員
の
関
心
事
項
の
参
加
的
方
法
に
よ
る
解
決
に
諸
活
動
の
比
重
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

職
員
の
要
求
に
沿
っ
た
職
場
の
改
革
が
な
さ
れ
た
が
、
「
生
産
性
」
は
当
初
の
実
験
期
間
の
一
年
半
で
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
た
め
の
会
合
、

セ
ミ
ナ
ー
等
の
た
め
の
時
間
も
多
い
た
め
、
低
下
が
予
想
さ
れ
、
実
際
、
実
作
業
時
間
が
三
五
％
程
度
低
下
し
た
。
実
験
に
要
し
た
時
間

に
よ
る
支
障
は
、
｜
時
的
で
、
能
率
の
回
復
・
改
善
を
当
初
か
ら
期
待
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
期
間
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
は
酷
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
事
業
所
の
み
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
入
離
職
・
異
動
が
激
し
く
、
例
え
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ァ
イ
ル
課
で
は
、
期
末
三
九
名

に
対
し
期
間
中
の
転
入
一
一
一
七
名
、
転
出
・
離
職
三
○
名
に
も
及
ん
だ
。
高
い
異
動
率
は
、
「
生
産
性
」
に
も
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
、
新

入
者
が
多
い
と
、
継
続
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
七
七
年
九
月
に
実
験
期
間
終
了
後
も
継
続
す
る
か
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
新
人
が
多
数
派
の
庁
内
検
査
課
（
○
霞
Ｃ
の
シ
三
洋
）
の
み
は
消
極
的
な
意
見
で
あ
っ
た
。
他
は
継
続
を
希
望
し
た
。

職
員
全
体
と
し
て
の
要
望
、
未
解
決
な
課
題
も
あ
り
、
当
初
の
実
験
期
間
終
了
後
も
活
動
が
続
け
ら
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
地
方
事
務
所
以

（
”
）
 

外
へ
普
及
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
が
、
新
技
術
の
導
入
に
よ
る
機
構
再
編
成
で
実
現
し
な
か
っ
た
。
他
の
二
実
験
に
比
較
す
る
と

特
定
の
顕
著
な
革
新
が
実
現
し
た
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
が
、
伝
統
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
矛
盾
を
来
き
ず
に
現
実
的
な
試
み
を
行
な
っ
た
と
言
え



４
意
識
と
「
生
産
性
」
（
第
一
世
代
実
験
の
評
価
）

カ
ナ
ダ
連
邦
公
務
第
一
世
代
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
、
第
二
表
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
終
了
後
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
に
よ
り
、
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
、
ま
た
全
体
を
ま
と
め
て
評
価
報
告
書
が
書
か
れ
た
。
し

（
犯
）

か
し
予
算
局
側
に
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
活
動
そ
の
も
の
と
同
様
、
評
価
報
上
口
書
は
役
に
立
た
な
い
と
み
な
す
者
も
あ
っ
た
。
全
体
の
評

価
報
告
書
は
、
請
負
っ
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
与
し
な
か
っ
た
ヴ
ァ
ン
ク
ー
バ
ー
事
務
所
の
者
ｅ
・
言
・

（
羽
）

６
口
ョ
。
。
□
）
が
作
成
し
て
お
り
、
実
験
場
所
の
実
情
を
ど
こ
ま
で
把
握
し
て
い
た
の
か
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
社
会
調
査

研
究
所
（
弓
の
旨
の
葺
昌
の
帛
・
Ｈ
ｍ
ｏ
ｎ
巨
閃
の
の
①
閂
＆
》
ご
曰
く
①
邑
口
・
帛
冨
】
Ｏ
亘
胴
目
）
に
よ
る
標
準
化
さ
れ
た
組
織
の
評
価
の
た
め
の
質
問

紙
（
弓
の
富
】
＆
碕
目
少
の
ｍ
の
脇
目
の
日
・
【
Ｃ
Ｈ
ｍ
目
旨
呂
・
口
の
》
冨
少
。
）
を
実
験
の
前
後
に
参
加
者
に
記
入
さ
せ
、
そ
の
回
答
の
変
化
を
み
る

こ
と
を
主
な
評
価
方
法
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
質
問
紙
そ
の
も
の
に
関
す
る
疑
義
、
適
用
上
お
よ
び
解
釈
上
の
問
題
が
あ
り
、
ま
た
客
観

デ
ー
タ
が
組
織
的
に
整
え
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
の
疑
問
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
デ
ー
タ
を
追
加
す
る
な
ど
し
て
ク
ラ
ウ
ダ
ー
三
・
【
・

（
釦
）

ｎ
円
・
尋
旦
の
【
）
が
、
評
価
報
告
書
の
再
検
討
を
行
な
っ
た
。
表
は
主
と
し
て
こ
れ
を
参
照
し
、
個
別
評
価
報
告
で
補
っ
た
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
一
一

、ｒ｛シ「ノ。

（
Ⅳ
）
］
四
目
の
の
の
び
の
。
Ｐ
ｏ
ｐ
・
口
（
。

（
妬
）
【
の
目
の
岳
目
＆
□
の
。
》
記
８
．
コ
§
暑
の
Ｃ
量
昌
曾
ミ
ー
ミ
ミ
菖
話
息
菅
ミ
ミ
、
ミ
ミ
ニ
の
旧
・
ミ
ミ
亘
匂
ミ
ョ
〔
笥
恩
己
属
冨
冒
〔
菖
口
量

シ
ロ
ゴ
］
ご
易
・
ロ
］
］
ロ
］
の
。
．



圏
詔
（
繭
曾
碕
）

蝕
誤
（
曲
匿
鮮
剛
）

甑
鵠

（
両
巡
誹
〆
・
』
『
へ
ぞ
）

圏
蟄
（
載
椛
）

蝕
鏑
（
剤
。
鮮
崩
）

ご
＋
珂
謝
却
即

（
脾
）
二
・
房
○
日
：
：
『
・
舎
巳
ご
ミ
ニ
・
碁
旧
帯
固
昌
・
コ
ョ
目
駐
冒
晏
の
、
①
《
＆
の
。
昌
団
』
三
・
ｍ
の
員
８
．
．
三
ｍ
》
曰
冒
の
。
囎
肝
Ｃ
寄
寓
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

昨
卉
ｓ
離
嗣
（
↓
）
露
鵠
ｅ
釧
室
回
（
↓
）

師
噸
雌
ｅ
肝
隅
誌
。
（
函
）
卵
噸
雌
Ｓ
醐
顛
弟

冊
（
ど
）
解
噸
雌
ｓ
弟
冊
，
ｅ
嚇
言
（
面
）

メ
ミ
灸
ｌ
ｅ
弟
冊
？
Ｓ
鞭
噛
（
画
）
さ
て
－
札

Ｓ
牟
言
（
彦
）

昨
宴
ｓ
餅
、
（
↓
）
汁
盟
牢
ｅ
謬
舗
ｅ
鋤
三
國

（
↓
）
鰯
麟
Ｓ
ｍ
輔
（
画
）
師
噸
雌
ｅ
醐
函
賠

冊
（
函
）
堺
噸
雌
什
ｅ
小
ｅ
吉
ｅ
圏
索
廿
肝
ｑ

〆
Ｋ
Ｘ
－
Ｒ
肝
小
洋
鯛
Ｓ
欝
室
両
引
認
冊

嚇
岡
（
渦
騨
劃
齢
Ｓ
湊
歎
）

昨
宴
ｓ
灘
、
（
↓
）
露
鏑
Ｓ
ｍ
繭
・
蝋
熱
砂
訴

細
ｅ
Ｊ
ム
ー
で
ご
ア
ヰ
刑
Ｓ
ｍ
□
欝
董
（
、
）

師
嗽
雌
ｅ
齢
幽
（
芹
綱
ｅ
謝
塗
．
ｍ
繭
鰡
削
・

國
圏
霜
弟
）
（
ど
）
芹
珊
ｅ
鈷
回
温
陶
］
颪
ン

ｅ
軸
師
弟
研
（
函
）
。
＆
鑑
塁
（
面
）

昨
卉
ｓ
離
嗣
（
↓
）
露
鵠
ｅ
釧
室
回
（
↓
）

師
噸
雌
ｅ
肝
隅
誌
。
（
函
）
卵
噸
雌
Ｓ
醐
顛
弟

冊
（
ど
）
解
噸
雌
ｓ
弟
冊
，
ｅ
嚇
言
（
面
）

メ
ミ
灸
ｌ
ｅ
弟
冊
？
Ｓ
鞭
噛
（
画
）
さ
て
Ｉ
Ⅶ

Ｓ
牟
言
（
ど
）

仲
温
血
両
什
さ
に
（
↓
）
芹
悩
Ｓ
協
阿
・
芹
馴

ｅ
落
冊
（
画
）
戸
慨
？
ｅ
嚇
言
蔀
腿
（
ピ
）

昨
宴
Ｓ
餅
、
（
↓
）
。
因
・
聿
罫
灘
塁
？
ｅ
灘

、
（
面
）
洋
佃
Ｓ
協
岡
賠
冊
（
画
）
『
ぞ
－
札

。
ｅ
温
索
（
面
）
師
噸
雌
鱒
型
（
革
鳳
翻
Ｓ
判

司
》
牢
葡
言
・
岸
円
舛
盟
引
ｅ
橿
臨
）
（
面
）

ン
柵
？
ｅ
嚇
言
訓
腿
（
ど
）

昨
温
血
両
卜
守
に
（
↓
）
露
鵠
丙
瞑
燗
衝
誕
辮

（
ど
）

鋼
閂
柵
鋼
一
陣
汗
Ｓ
澗
癖
Ｓ
鳥
細

誤
認
六
Ｊ
ラ
バ
鋤
鄭
昇

片
Ⅶ
１
宙
鉢
行
・

副
蜘
寡
昂
什
蒲
寵
寡
扇

登
剪
吟
行
汁
。

尼
「
ｍ
・
局
１
．
．
局
ｅ
鰍
庄

の
三
■
州
叶
い
Ｊ
ベ
』

詫
倒
窟
〈
繍
庄
映
咋
が
旨

四
棚
罫
鰍
露
←

盟
丙
院
が
圏
撒
酉

｜温娑>ｌＩ
ＭｉｈＨ,鰯
働胱Ｓ溝
ＦｋＳＯＱｈＳ 

ｏｏ・六

郎紬閂
ｅ回へ
言nｒｍ
１ｌｅｄｂ 

雷
囲
９
①
掬
亜
舌
畿
白

弦
誤
認
・
徽
圧
斗
小
葱

、
廿
両
判
芯
ｓ
・

洲
瀞
丹
四
曲
か
び
汁
娑

鴫
感
Ｓ
仔
倒
。

司
騨

洲
騨
丹
丙
］
ン
雌
Ｃ
ｅ
ロ
ー
元

鮮
両
鹸
旨
圃
。
百
獣
Ｊ
汁
・
偶

避
昊
榊
両
渦
騨
ヨ
ト
コ
ロ
。

澗
騨
剖
丙
骨
戸
雌
ｓ
ロ
ー
元
鮮

再
妙
協
片
戸
引
壷
回
・

澗
騨
丹
丙
河
鰍
片
判
で
片
佇
争

い
昔
小
・
判
芯
両
面
ワ
。

呂
躯

師
噸
咄
』
鹸
働
で
丙
繊
唾
。

］
ン
雌
ご
置
胞
計
－
云
丼
聾
戸

戸
引
で
汁
営
）
絲
醸
卿
剪
Ｓ
片

ｓ
・

痔
ヰ
ー
メ
雌
ご
弼
囲
、
硬
鹸

〕
年
Ｉ
〆
雌
ご
粥
Ｃ

つ
・
←
］
↓
ロ
圏

］
『
－
Ｎ
雌
ご
砺
囲
巨
韻
鼬

］
ヰ
ー
メ
雌
ご
粥
Ｃ

Ｐ
ｇ
↓
Ｂ
、

辞
禍
ｅ
噸
蝿
雌
再
議
燕

映
廿
汁
・
総
図
Ｓ
ｍ
部

両
寓
汁
。

群
衆
ｅ
師
噸
鮒
叶
で
ｓ

郵
錦
ｅ
廟
叶
廿
ｓ
片
。

紬
囲
四
郎
。

鄙
鍬

ｕ
Ｒ
牛
ぞ
由
Ｒ
｝
ｅ
今

ン
§
鉢
Ｃ
ｍ
Ｈ
Ｊ
。

舌
蝋
肝
ご
雷
露
淵
刷
営

４
斗
否
刷
ラ
汁
。

難
ｅ
唇
蝋
柵
葱
正
八
耐

藤
ｅ
汁
Ｓ
河
夙
温
血
葱

い
つ
。

函
回
血
謎
剛
覇
諏
創
酎

ン
娑
脳
〈
．
ｐ
言
Ｅ
ｎ
圏

巳
戸
ラ
・
の
急
Ｓ
ｅ
汁
ｓ

畷
一
計
弼
國
学
片
か
噺
ラ

一一一



表
に
お
い
て
「
態
度
」
の
欄
は
Ｍ
Ａ
Ｃ
を
用
い
た
実
験
前
後
の
二
時
点
間
の
ス
コ
ア
の
変
動
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ

ウ
ッ
ド
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
こ
の
う
ち
税
務
事
務
所
の
も
の
は
、
職
員
の
入
れ
替
り
が
多
く
、
同
じ
対
象
に
関
す
る
も
の
と
は
言
え
ず
、

（
皿
）

ま
た
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
職
務
再
設
計
的
変
化
は
微
弱
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
て
表
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
の

仕
事
シ
ス
テ
ム
等
の
変
更
は
意
識
の
面
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
論
に
よ
る
半
自
律
的
作
業
集
団
の
形

成
を
試
み
た
統
計
局
で
は
、
職
務
の
側
面
に
つ
い
て
、
ま
た
監
督
者
の
役
割
に
つ
い
て
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
意
識
の
変
化
が
観
察
さ
れ

る
。
「
準
自
律
チ
ー
ム
」
と
な
っ
た
翻
訳
に
つ
い
て
も
調
査
上
の
監
督
者
の
機
能
が
低
下
し
、
メ
ン
バ
ー
の
影
響
が
増
大
し
て
い
る
。
税

務
で
は
仕
事
シ
ス
テ
ム
の
変
化
が
少
な
か
っ
た
が
、
個
人
の
自
由
度
が
拡
大
し
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
。
フ
ァ
イ
ル
課
に
そ
の
影
響
が
み
ら

れ
る
。
現
地
検
査
課
に
は
注
釈
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
、
積
極
的
な
評
価
へ
動
い
て
い
る
。

第
二
に
、
実
験
期
間
中
の
行
動
と
し
て
、
離
職
と
出
勤
の
客
観
デ
ー
タ
が
断
片
的
に
集
め
ら
れ
た
が
、
統
計
局
で
出
勤
率
が
高
ま
っ
た
。

自
発
的
移
動
に
つ
い
て
は
、
時
系
列
的
比
較
や
詳
細
な
理
由
別
内
訳
が
な
く
、
実
験
の
影
響
を
判
断
し
難
い
。

第
一
一
一
に
、
表
に
お
い
て
量
的
に
生
産
性
が
上
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
、
税
務
に
お
け
る
質
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し

か
し
、
ク
ラ
ウ
ダ
ー
の
整
理
に
も
無
理
が
多
い
。
第
一
は
、
生
産
性
の
計
測
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
税
務
の
場
合
、
何
に
よ
り
生
産

性
を
測
る
か
多
様
な
意
見
が
あ
る
。
第
二
に
計
測
期
間
の
条
件
が
問
題
で
あ
る
。
統
計
で
は
全
体
と
し
て
の
投
入
量
が
実
験
期
間
中
に
低

下
し
た
。
税
務
で
は
期
間
中
の
人
事
異
動
が
激
し
く
平
均
的
に
習
熟
度
が
低
下
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
翻
訳
で
も
税
務
で
も
、
個
別
の
対

象
の
難
易
度
と
い
っ
た
質
の
変
動
が
あ
り
う
る
し
、
翻
訳
で
は
質
を
高
め
る
と
量
が
低
下
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
、
仕
事
と
そ
れ
に
関
連
し
た
諸
条
件
の
変
更
に
伴
い
、
そ
れ
に
対
応
し
た
認
識
が
な
さ
れ
、
従
業
員
に
と
っ
て
は
主
観
的
に
も
改

善
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
験
期
間
の
限
定
さ
れ
た
資
料
で
は
、
「
生
産
性
」
が
上
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
一
一
一
一



首
都
委
員
会
は
、
連
邦
の
主
都
に
相
応
し
い
環
境
を
開
発
、
保
全
し
又
は
改
善
す
る
た
め
の
、
従
業
員
一
○
○
○
名
程
度
の
独
立
機
関

で
あ
る
。
実
験
の
場
所
と
し
て
、
こ
の
機
関
が
選
ば
れ
た
の
は
、
前
述
の
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
州
や
市
の
都
市
計
画

と
の
競
合
、
当
初
計
画
の
完
了
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
将
来
性
に
つ
い
て
職
員
の
間
に
危
倶
の
念
が
生
じ
て
い
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
運
営
の
組
織
は
、
既
述
の
と
お
り
作
ら
れ
た
。
こ
れ
に
格
別
の
問
題
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
機
関
の
場

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

で
あ
っ
た
。
転
職
行
動
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
肥
）
］
冨
囚
『
ぬ
。
（
ｎ
ｍ
日
の
円
・
Ｐ
Ｃ
冒
毎
②
ミ
ニ
ゴ
忌
忌
討
壁
自
侭
凰
研
旦
与
ミ
ミ
ご
冨
冒
琴
⑮
（
ざ
国
旦
冒
言
田
口
計
量
雪
冨
符
い
き
言
、
ｓ
ミ
こ
『
侭

ご
円
短
自
§
＆
自
尋
の
、
国
司
ａ
§
琴
の
Ｃ
雪
円
．
。
□
荷
ａ
ｓ
罫
、
シ
ミ
ご
§
（
Ｃ
ｓ
（
旨
（
（
ご
ミ
ミ
爵
ご
苫
》
ｓ
旨
ご
Ｐ
（
冒
菖
冒
冒
・
弔
呂
の
『
己
『
の
ｍ
の
貝
の
ロ

呉
津
〕
の
閂
ロ
（
四
己
皀
』
。
□
巴
○
○
口
命
の
Ｈ
の
ｐ
Ｏ
の
《
へ
Ｃ
ニ
ヨ
旧
四
ロ
ロ
ヰ
］
の
《
函
◎
の
》
》
巴
②
］
・

（
羽
）
□
・
亘
【
・
●
四
コ
・
・
ｇ
ｏ
冒
観
②
ミ
ヨ
ｓ
熟
斗
蒟
旧
鷺
１
１
１
回
盲
香
員
ご
菖
記
８
．
ゴ
ミ
二
息
の
宮
ミ
ミ
ミ
ミ
ご
雷
⑩
ｓ
荷
房
営
誉
（
営
冒
亘
唇
苫

田
酉
詩
目
（
ｏ
ｇ
ｓ
冨
蒼
の
員
乞
認
》
Ｒ
日
日
の
。
．

（
釦
）
ｚ
・
【
・
○
【
・
ゴ
ロ
の
『
．
Ｃ
冒
急
②
ミ
ニ
ヴ
尋
旧
鳶
回
８
ミ
ミ
言
冒
誉
田
阿
計
員
雪
亘
片
印
さ
目
Ｐ
Ｃ
」
召
②
》
三
日
の
○
・

五
）
ケ
イ
ウ
ッ
ド
の
報
告
書
で
は
、
税
務
に
お
け
る
Ｍ
Ａ
Ｃ
の
結
果
に
つ
い
て
、
種
々
の
解
釈
が
あ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
現
地
検

査
課
で
は
チ
ー
ム
形
成
活
動
の
影
響
が
あ
り
う
る
こ
と
、
他
の
二
課
の
変
化
は
Ｍ
Ａ
Ｃ
で
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
こ
と
、
変
化
後
も
と
の
状
態
へ
回
帰
す
る
現
象
も
起
こ
り
う
る
こ
と
な
ど
に
言
及
し
て
い
る
。

（
犯
）

５
首
都
委
員
会
に
お
け
る
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析

環
境
条
件
と
分
析
の
実
施

一

四



合
、
管
理
者
の
人
事
異
動
や
組
織
変
更
と
い
っ
た
予
定
外
の
事
情
が
生
じ
た
ほ
か
、
重
要
な
関
係
者
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
積
極
的
参
加

が
不
十
分
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
の
障
害
と
な
っ
た
。
管
理
者
側
で
は
組
織
の
長
の
支
持
は
一
応
得
ら
れ
た
も
の
の
、
長
は
合

同
運
営
委
員
会
に
は
入
ら
ず
、
次
長
が
代
っ
た
。
ま
た
二
つ
の
組
合
の
う
ち
一
組
合
は
予
算
局
主
導
で
あ
る
こ
と
に
反
擁
し
、
代
表
を
送

ら
な
か
っ
た
。
仕
事
グ
ル
ー
プ
の
代
表
で
計
画
チ
ー
ム
に
加
わ
っ
た
者
の
中
に
も
役
割
を
理
解
せ
ず
、
代
表
を
や
め
た
い
と
し
た
者
が
い

た
。
事
後
的
に
は
実
験
に
不
適
切
な
条
件
に
な
っ
た
が
、
予
定
さ
れ
た
手
順
で
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
の
勧

（
羽
）

告
に
至
る
ま
で
の
段
階
は
次
の
と
お
り
で
、
一
九
七
九
年
九
月
か
ら
一
年
一
二
カ
月
程
度
を
要
し
た
。

Ａ
社
会
側
面
の
分
析

（
過
程
の
基
本
で
あ
る
）
仕
事
グ
ル
ー
プ
（
弓
・
鼻
四
・
呂
）
に
お
け
る
協
議
を
開
始
す
る
こ
と
、
直
ち
に
処
理
で
き
る
問
題
を
見
出
し
、

管
理
側
で
対
処
す
る
こ
と
よ
り
Ｑ
Ｗ
Ｌ
推
進
の
意
欲
を
立
証
す
る
こ
と
、
今
後
分
析
す
べ
き
関
心
分
野
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
ど
を
目

指
し
、
監
督
者
を
含
む
各
グ
ル
ー
プ
で
、
す
べ
て
の
問
題
を
出
し
、
整
理
し
て
計
画
チ
ー
ム
に
提
出
し
た
。
グ
ル
ー
プ
は
、
部
の
も
と
に

あ
る
課
を
基
本
と
し
、
一
部
分
割
し
た
場
合
も
あ
り
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
編
成
案
を
作
り
全
員
の
承
認
を
得
た
。
問
題
は
、
グ
ル
ー
プ

の
範
囲
内
で
処
理
で
き
る
も
の
、
部
全
体
と
し
て
処
理
す
べ
き
も
の
に
区
別
し
た
。
後
者
を
さ
ら
に
分
野
別
に
分
類
し
た
。
前
者
に
つ
い

て
、
課
長
（
＆
嵐
）
が
対
策
計
画
を
樹
て
、
そ
の
進
展
状
況
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
大
部
分
の
問
題
は
後
者
に
属
し
、
技
術

側
面
の
分
析
が
終
る
ま
で
保
留
と
な
っ
た
。

こ
の
過
程
で
、
直
ち
に
解
決
さ
れ
な
い
問
題
が
多
い
こ
と
、
対
応
し
よ
う
と
し
な
い
管
理
者
へ
の
不
信
や
、
課
長
に
不
安
感
が
生
じ
た

こ
の
過
程
で
、
直
ち
に
解
玲

こ
と
な
ど
の
問
題
が
生
じ
た
。

Ⅲ
問
題
の
識
別

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一

五



部
の
仕
事
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
環
境
の
把
握
等
の
た
め
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
、
管
理
者
等
と
の
面
接
、
書
類
、
組
織
図
な
ど
に
よ
り
、

多
大
の
時
間
を
用
い
て
精
査
し
、
計
画
チ
ー
ム
の
了
承
を
得
た
。
入
カ
ー
変
換
ｌ
出
力
の
内
容
と
特
色
、
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
（
仕
事
グ
ル

ー
プ
）
、
主
な
環
境
の
変
動
要
因
と
そ
の
影
響
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

②
単
位
業
務
（
三
片
・
己
の
『
畳
・
ロ
）
の
識
別

各
仕
事
グ
ル
ー
プ
特
有
の
課
題
で
あ
る
入
力
を
出
力
に
転
換
す
る
主
要
行
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
そ
の
意
味
を
計

画
チ
ー
ム
で
示
し
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
各
仕
事
グ
ル
ー
プ
で
検
討
し
た
。

概
念
の
把
握
が
困
難
で
時
間
が
か
か
り
、
従
業
員
に
不
評
で
あ
っ
た
。
し
か
し
意
思
疎
通
が
密
に
な
っ
た
。

③
変
動
要
因
（
ぐ
日
田
ロ
８
）
の
識
別

各
単
位
業
務
に
妨
害
的
な
影
響
を
与
え
る
、
ま
た
は
標
準
か
ら
乖
離
さ
せ
る
要
因
を
見
出
す
。
仕
事
グ
ル
ー
プ
が
実
施
し
た
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
一
一
ハ

②
組
織
に
関
す
る
質
問
紙
調
査
の
実
施

ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
Ｍ
Ａ
Ｏ
調
査
を
実
施
し
た
。
結
果
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
分
析
し
、
課
長
と
グ
ル
ー
プ
に
説
明
し
た
。

調
査
が
従
業
員
の
関
心
と
適
合
し
な
い
こ
と
に
不
満
が
多
か
っ
た
。

③
問
題
識
別
の
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ

⑩
の
約
一
年
後
の
面
接
で
、
問
題
関
心
分
野
が
持
続
し
て
い
る
か
、
態
度
変
化
が
あ
る
か
を
確
か
め
、
勧
告
を
作
る
た
め
に
用
い
る
目

的
で
個
人
別
面
接
が
行
な
わ
れ
た
。

Ｂ
技
術
的
側
面
の
分
析

仙
第
一
次
精
査



側
主
要
変
動
要
因
の
識
別

ど
の
変
動
要
因
が
変
換
過
程
に
と
っ
て
決
定
的
か
把
握
す
る
。
仕
事
グ
ル
ー
プ
が
実
施
し
た
。

困
難
で
時
間
が
か
か
り
不
満
を
呼
ん
だ
。

⑤
変
動
要
因
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

変
換
過
程
の
ど
こ
で
、
誰
が
、
何
に
よ
っ
て
主
要
変
動
要
因
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
見
極
め
、
変
更
の
勧
告
を
作
る
。
こ
れ
を
仕

事
グ
ル
ー
プ
が
実
施
し
た
が
、
困
難
が
多
か
っ
た
。

⑪
勧
告
の
作
成

各
仕
事
グ
ル
ー
プ
か
ら
勧
告
を
出
し
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
。
Ａ
⑪
で
保
留
中
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
維
持
で
き
る
か
見
通
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
た
め
勧
告
が
書
き
に
く
か
っ
た
。
勧
告
の
相
当
部
分
は

グ
ル
ー
プ
固
有
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。

②
勧
告
実
施
を
評
価
す
る
尺
度
の
検
討

勧
告
が
実
施
さ
れ
た
際
の
有
効
性
を
評
価
す
る
尺
度
を
仕
事
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し
た
。

合
同
運
営
委
員
会
お
よ
び
管
理
者
が
承
認
し
て
勧
告
が
実
施
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

最
終
的
な
勧
告
は
、
｜
｜
分
野
の
一
一
三
項
目
で
あ
る
。
分
野
は
、
業
務
に
関
す
る
も
の
（
技
術
的
変
更
、
業
務
内
容
と
実
施
方
法
、
優

先
順
位
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
と
、
人
事
・
労
務
に
関
す
る
も
の
（
弾
力
的
勤
務
態
勢
、
教
育
、
人
事
考
課
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
）
お
よ
び
コ
ミ

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
一
七

Ｃ
勧
告

③
勧
告
の
実
施



公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
一
八

ユ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
、
組
織
と
な
っ
て
い
る
。
賃
金
や
職
務
分
類
等
が
入
っ
て
い
な
い
の
は
、
法
令
等
の
枠
内
と
い
う
条
件
の
反
映
で
あ
ろ

う
。
組
織
の
項
目
に
お
い
て
は
、
増
員
要
請
、
権
限
の
再
配
分
な
ど
伝
統
的
な
も
の
の
ほ
か
、
責
任
を
拡
大
し
て
職
務
再
設
計
的
な
内
容

と
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
業
務
実
施
方
法
の
中
で
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
依
頼
者
と
接
触
し
た
り
決
定
に
参
加
す
る
変
更

が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
課
単
位
の
会
合
を
定
期
的
に
開
き
、
一
般
従
業
員
か
ら
も
発
言
で
き
る
よ
う
に
し
、
計
画
チ

ー
ム
・
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
報
告
が
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
、
自
己
実
現
的
な
要
求
を
反
映

す
る
も
の
と
し
て
弾
力
的
勤
務
態
勢
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
勧
告
終
了
後
、
従
業
員
は
さ
ら
に
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
続
け
る
か
否
か
投
票
し
た
が
、
継
続
の
意
思
表
明
が
多
か
っ
た
。
仕
事
グ
ル
ー
プ
で
職
務
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議

し
、
グ
ル
ー
プ
内
で
自
主
的
に
決
定
で
き
る
も
の
は
、
改
善
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
以
前
に
比
較
す
れ
ば
、
職

務
に
お
け
る
自
由
度
が
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
停
滞

首
都
委
員
会
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
一
九
八
一
年
八
月
の
報
告
で
は
、
組
織
変
更
、
人
事
異
動
で
管
理
者
は
ほ
と
ん

ど
入
れ
替
り
、
こ
れ
ら
の
層
に
新
し
い
教
育
も
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ト
ッ
プ
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
関
心
を
も
た
な
い
た
め
、
主
要
な
勧
告
は
受

入
れ
ら
れ
ず
、
計
画
チ
ー
ム
の
会
合
は
続
い
て
い
る
も
の
の
、
展
望
が
な
い
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
過
程
に
つ
い
て
、
担
当
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
分
析
的
な
、
硬
直
的
な
や
り
方
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
弱
体
化
し

た
と
反
省
し
て
い
る
。
計
画
チ
ー
ム
を
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析
と
は
別
の
単
な
る
問
題
解
決
グ
ル
ー
プ
に
す
る
と
い
っ
た
自
由
な
方
法
も
あ
り
得

た
と
示
唆
し
て
い
る
。
硬
直
的
に
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
参
加
者
の
不
満
が
増
大
し
て
い
る
し
、
長
い
努
力
の
結
果
得
ら
れ
た
勧
告



断
さ
れ
る
。

以
上
、
首
都
委
員
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
限
り
、
予
算
局
の
第
二
世
代
の
実
施
戦
略
は
適
切
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
第
三

世
代
で
は
、
多
層
合
同
委
員
会
を
用
い
た
、
よ
り
弾
力
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

は
、
こ
の
よ
う
な
手
続
な
し
に
到
達
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析
の
結
果
到
達
し
た
結
果
に
Ｓ
Ｔ
Ｓ
の
組
織
改
革
が
必
ず
し

も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
勧
告
項
目
が
多
数
で
あ
り
大
き
な
変
更
も
含
ん
で
も
い
た
の
で
、
管
理
者
が
対
応
を
渋
っ
た
と
も
判

連
邦
公
務
に
お
け
る
第
三
世
代
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
活
動
と
し
て
は
、
国
防
省
の
経
験
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
関
係
者
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
活
動
に
持

続
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
’
九
七
八
年
に
、
予
算
局
か
ら
第
二
世
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
の
招
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
防

省
の
人
事
構
成
の
特
性
な
ど
か
ら
辞
退
し
た
が
、
翌
年
一
○
月
、
国
防
省
の
管
理
者
と
文
民
職
員
の
国
防
省
職
員
組
合
（
＆
①
ご
己
８
．
ｍ

ｚ
豊
・
目
］
Ｃ
の
、
の
ご
Ｏ
の
向
日
ロ
一
・
『
の
①
の
》
ご
ｚ
Ｃ
向
）
の
間
の
協
議
機
関
で
あ
る
全
国
労
使
関
係
委
員
会
（
弓
の
ｚ
畳
・
息
一
Ｆ
ｇ
・
貝
‐
三
回
目
、
の
‐

日
の
昌
内
①
］
且
目
の
○
・
日
目
茸
①
①
）
に
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
検
討
す
る
小
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
の
が
起
点
と
な
っ
た
。
八
一
年
六
月
に
労
使
ト
シ

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
一
九

（
塊
）
三
日
、
。
（
０
口
目
の
８
Ｐ
（
冒
皇
ご
ミ
ミ
ご
爵
（
鳶
喜
．
、
食
し
○
【
・
二
目
Ｃ
ｏ
Ｂ
・
『
三
・
口
の
〔
ｐ
》
ご

（
朗
）
記
８
三
・
三
言
の
Ｃ
ｓ
ミ
ミ
ミ
坐
冒
肯
冴
＆
⑭
蔦
ミ
②
巨
富
ご
鼠
』
く
富
ミ
ミ
〔
）
畳
三
、
）
ミ
ミ
量
員
□
の
。
①
白
す
の
二
房
Ｐ
昌
曰
①
・
・
も

参
照
し
た
。

（
鋤
）

６
国
防
省
１
１
１
労
使
協
議
制
下
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ

労
使
協
議
制
下
の
発
展



必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
防
省
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
よ
り
継
続
的
活
動
と
し
て
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
背
景
と

し
て
労
使
協
議
の
長
い
歴
史
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
労
使
合
同
の
活
動
の
一
環
と
し
て
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
活
動

内
容
が
実
際
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

国
防
省
は
、
戦
争
を
含
む
国
の
安
全
保
障
を
課
題
と
し
て
、
軍
人
と
軍
隊
が
そ
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
れ
を
支
援
・
補
助
す
る
た
め
、
民
間
人
が
通
常
の
公
務
員
と
し
て
一
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
軍
人
が
管
理
者
な
ど
と
な
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
八
○
年
代
の
初
め
に
民
間
人
の
総
数
は
三
万
人
を
超
え
て
い
た
。
そ
の
約
三
分
の
一
一
は
、
コ
ッ
ク
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
職
種

や
事
務
職
で
あ
り
、
専
門
職
や
半
専
門
職
が
八
○
○
○
人
程
度
、
技
能
労
働
者
が
四
○
○
○
人
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
数
十

の
基
地
な
ど
に
勤
務
し
、
｜
ヵ
所
当
り
の
人
員
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
般
公
務
員
と
し
て
、
団
結
、
団
体
交
渉
、
労
働

協
約
の
締
結
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
団
体
交
渉
は
、
使
用
者
と
し
て
の
政
府
を
代
表
す
る
予
算
局
と
の
間
で
行
な
わ
れ
た
。
中
央
で
団
体

交
渉
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
連
邦
公
務
の
団
体
交
渉
制
度
で
は
、
民
間
産
業
で
は
取
扱
う
こ
と
も
可
能
な
重
要
な
事
項
（
採
用
や

一
時
解
雇
の
慣
行
、
組
織
、
職
務
分
類
、
技
術
革
新
、
福
祉
な
ど
）
が
対
象
外
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
、
組
合
支
部
レ
ベ
ル
で
取
扱
う

国
防
省
文
民
職
員
の
労
使
関
係
委
員
会
が
一
九
五
○
年
代
の
半
ば
か
ら
少
数
の
基
地
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
六
○
年
代
の
後
半

に
組
合
の
支
部
全
体
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
運
営
は
お
お
む
ね
協
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
維
持
拡
大
さ
れ
、
数
多
く
の
特

言
え
る
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

三
一
○

プ
の
承
認
が
与
え
ら
れ
、
正
式
に
発
足
し
た
。
実
施
は
特
定
の
基
地
を
選
ん
で
試
行
し
、
よ
い
成
果
が
得
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
拡
大
す

る
と
い
う
経
過
で
最
近
に
至
っ
た
。
連
邦
公
務
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
短
期
間
で
終
了
し
た
り
立
ち
消
え
と
な
る
な
か
で
、
顕
著
な
事
例
と



定
主
題
に
つ
い
て
の
専
門
的
協
議
（
安
全
と
健
康
、
麻
薬
と
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
｜
般
政
策
）
や
当
事
者
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
類
似
活
動
と
よ
ぶ
も

の
（
教
育
訓
練
、
従
業
員
援
助
制
度
）
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
新
た
に
課
題
と
な
っ
た
と
き
、
労
使

関
係
委
員
会
の
も
と
で
、
ひ
と
つ
の
追
加
的
な
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
円
滑
に
受
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

連
邦
公
務
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
、
労
働
組
合
の
協
力
の
得
ら
れ
る
場
所
を
選
び
、
多
層
の
合
同
委
員
会
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
と
い
え
、
使
用

者
で
あ
る
予
算
局
が
推
進
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
防
省
で
は
、
組
合
側
の
期
待
が
先
行
し
、
組
合
が
情
報
入
手
の
た

め
国
際
会
議
を
開
く
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
て
後
、
合
同
の
活
動
と
し
て
定
着
し
た
。
な
お
、
他
の
各
省
と
異
り
協
力
的
協
議
が
発
展
し
た

背
景
と
し
て
は
、
国
防
の
支
援
・
補
助
と
い
う
業
務
の
特
殊
性
を
無
視
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
省
の
管
理
者
に
と
っ
て
、
安

定
し
た
労
使
関
係
は
緊
急
時
に
対
応
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
し
、
労
働
組
合
に
と
っ
て
も
、
軍
事
機
構
の
中
で
対
抗
的
関
係
を
築
く

こ
と
は
現
実
的
で
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

発
足
当
初
の
計
画
で
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
支
部
（
基
地
な
ど
）
労
使
関
係
委
員
会
の
小
委
員
会
が
、
討
議
と
問
題
解

決
の
場
と
な
り
、
そ
の
も
と
に
個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
中
央
に
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
小
委
員
会
と
、
指
導
、
モ

ニ
タ
ー
な
ど
に
あ
た
る
専
門
家
一
人
が
お
か
れ
た
。
以
上
の
組
織
は
、
第
二
世
代
の
も
の
と
似
て
い
る
も
の
の
、
伝
統
あ
る
労
使
関
係
委

員
会
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
労
使
協
議
の
発
展
と
し
て
生
じ
て
き
た
た
め
、
管
理
者
、
組
合
幹
部
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

（
銅
）

ト
不
足
に
よ
り
、
計
画
が
不
安
定
化
す
る
危
険
を
免
れ
た
。

Ⅱ
実
際
的
な
態
度
と
そ
の
適
用
例

Ｑ
Ｗ
Ｌ
活
動
が
実
際
的
な
も
の
ｌ
ｌ
統
一
し
た
理
論
は
な
く
、
他
の
好
ま
し
い
経
験
を
折
衷
し
て
応
用
し
た
も
の
ｌ
で
あ
っ
た
こ
と

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
一
一
一



公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一一一一一

は
、
例
え
ば
首
都
委
員
会
の
硬
直
的
な
分
析
手
順
や
水
準
の
高
い
勧
告
と
対
比
す
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
発
足
時
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
定
式
化

（
「
仕
事
と
労
働
者
を
向
上
す
る
協
働
的
参
加
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
）
で
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
職
務
特
性
と
作
業
条
件
の
分
野
に
労
使
関
係
委
員
会

に
よ
る
労
使
合
同
の
努
力
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
職
務
特
性
に
は
、
共
同
の
意
思
決
定
、
変
化
（
Ｏ
盲
信
の
）
の
計
画
・
導
入

へ
の
労
働
者
の
参
加
を
含
む
と
規
定
し
、
技
術
革
新
や
組
織
の
変
化
に
対
す
る
従
業
員
の
発
言
を
可
能
と
し
て
い
る
。
作
業
条
件
に
は
、

教
育
訓
練
、
安
全
、
生
活
の
向
上
等
を
含
む
と
し
て
い
る
。
職
務
設
計
よ
り
広
い
範
囲
を
課
題
と
し
て
い
る
。
同
じ
文
書
は
、
行
動
科
学

に
注
目
し
て
い
る
も
の
の
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
の
よ
う
な
方
法
を
明
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
理
念
と
し
て
、
個
人
と
組
織
の
目
的
と

を
統
合
す
べ
き
こ
と
、
仕
事
の
技
術
的
お
よ
び
社
会
的
側
面
は
同
時
に
計
画
・
管
理
す
べ
き
こ
と
に
も
ふ
れ
て
お
り
、
後
者
で
は
明
ら
か

に
Ｓ
Ｔ
Ｓ
を
考
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
労
使
ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
が
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
承
認
し
た
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
労
働
者
の
創
造
性
発

揮
に
よ
る
問
題
解
決
を
か
な
り
に
重
視
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
内
容
は
、
職
務
設
計
で
も
あ
り
う
る
し
、
問
題
解
決
グ

ル
ー
プ
で
も
あ
り
う
る
し
、
職
場
諸
条
件
の
改
善
で
も
あ
り
う
る
（
た
だ
し
、
す
で
に
別
の
委
員
会
の
あ
る
主
題
は
そ
こ
で
扱
う
こ
と
と

な
っ
て
い
た
）
と
い
っ
た
融
通
性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
通
じ
個
別
職
員
が
自
ら
参
加
す
る
点
が
新

し
く
、
こ
れ
は
労
使
協
議
制
を
活
性
化
す
る
と
期
待
さ
れ
た
。

（
妬
）

予
算
局
の
資
料
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
最
大
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
所
在
兵
姑
部
（
』
、
○
句
の
Ｃ
）
で
は
、
能
率
の
著
し
い
低
下
に
悩
ま
さ
れ
、

閉
鎖
も
問
題
と
な
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
’
九
八
三
年
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
試
行
と
し
て
の
導
入
を
労
使
が
合
意
し
た
（
対
象
人
員
は
約
一
○
○

名
）
。
自
ら
に
影
響
を
与
え
る
決
定
に
従
業
員
が
参
加
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
従
業
員
は
訓
練
を
う
け
た
後
、
チ
ー
ム
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
職
場
の
問
題
解
決
に
当
っ
た
。
兵
姑
部
全
体
の
問
題
に
つ
い
て
提
案
を
出
し
、
従
業
員
間
で
論
議
し
、
臨
時
委
員
会
で
評
価
す
る
と
い

っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
軍
人
を
含
む
管
理
者
は
新
し
い
管
理
ス
タ
イ
ル
を
身
に
つ
け
た
。
従
業
員
の
態
度
は
変
化
し
て
仕
事
に
積
極
的
に



参
加
し
、
提
案
す
る
よ
う
に
な
り
、
管
理
者
は
そ
れ
に
傾
聴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
改
善
し
た
。
二
年
後
に
つ

い
て
み
る
と
、
欠
勤
率
が
約
三
割
低
下
し
、
能
率
は
高
い
水
準
に
達
し
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
の
場
合
、
職
務
再
設
計
の
よ
う
な
個
別
手
法
と

い
う
よ
り
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
的
価
値
を
目
指
し
た
総
合
的
管
理
と
人
的
諸
関
係
が
、
改
善
に
寄
与
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
に
か
ん
が
み
、

国
防
省
は
、
数
千
人
規
模
に
普
及
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
八
一
年
に
、
ト
リ
ス
ト
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
当
時
マ
ッ
ギ
ル
大
学
で
Ｑ
Ｗ
Ｌ
関
係
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー

（
三
］
一
団
日
シ
・
ョ
の
印
斤
｝
の
ご
）
の
協
力
を
得
て
、
連
邦
公
務
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
価
を
行
な
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
実

験
が
成
功
し
て
も
普
及
し
難
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
に
対
処
す
る
方
法
を
試
み
て
お
り
、
ト
リ
ス
ト
は
、
こ
れ
に
着
目
し
て
協
力
を
求
め

た
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
の
方
法
は
、
一
般
労
働
者
の
ほ
か
、
監
督
者
、
曰
常
的
運
営
に
当
た
る
管
理
者
、
政
策
決
定
に
関
わ
る

管
理
者
に
つ
い
て
も
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
さ
せ
、
自
ら
の
管
理
の
仕
事
の
シ
ス
テ
ム
を
再
検
討
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’一一一一一

（
弧
）
三
色
目
昌
Ｃ
・
］
・
宮
の
庁
。
ご
）
ｚ
の
］
の
。
□
□
・
祠
・
耳
①
Ｒ
》
Ｃ
二
白
雪
ｂ
ｚ
ｐ
ｍ
の
ロ
の
曰
す
の
旦
浸
』
・
曰
旨
の
・
・

（
妬
）
予
算
局
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
当
初
の
構
想
は
、
中
間
管
理
職
の
協
力
が
得
ら
れ
ず
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
後
こ
れ

ら
の
層
の
教
育
に
力
を
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
妬
）
Ｈ
Ｈ
の
囚
の
巨
昌
団
○
四
ａ
・
【
Ｏ
自
己
口
の
①
Ｃ
『
の
（
呂
昌
二
言
§
崎
ご
崎
Ｏ
言
農
淘
夘
望
国
劇
信
尋
の
○
言
へ
奇
長
哀
句
の
す
日
四
二
＄
二

四
成
果
と
問
題
点



ト
リ
ス
ト
等
の
評
価
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
一
一
つ
の
欠
陥
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
上
述
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
第
一
は
、
管
理
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
計
画
の
実
現
に
必
要
な
支

援
や
指
導
が
な
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
統
制
権
限
を
失
な
う
こ
と
を
恐
れ
て
、
伝
統
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
で
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
反
対
す
る
者
も
現

続
に
問
題
を
生
じ
た
。

Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
継
続
が
困
難
な
理
由
と
し
て
は
、
記
述
例
で
は
、
実
験
場
所
の
ト
ッ
プ
の
管
理
者
の
交
替
（
首
都
委
員
会
）
、
中
間
管
理
者

層
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
不
足
（
翻
訳
局
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
労
働
組
合
も
、
中
央
で
は
合
意
し
て
い
て
も
、
国
防
省
の
例
を
除
い
て
積

極
的
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
職
員
の
交
替
も
か
な
り
多
く
（
税
務
、
翻
訳
）
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
関
す
る
知
識
や
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
持

合
が
あ
る
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

二
一
四

評
価
は
、
主
と
し
て
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
が
、
上
下
各
層
の
関
係
者
、
組
合
代
表
な
ど
七
五
名
に
面
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

（
妬
）

評
価
の
総
括
が
口
頭
で
も
行
な
わ
れ
、
こ
れ
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
公
務
の
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
成
果
や
問
題
点
に
つ

い
て
検
討
す
る
際
に
は
参
考
と
な
る
。
た
だ
し
、
ト
リ
ス
ト
等
は
自
ら
Ｓ
Ｔ
Ｓ
論
に
よ
っ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
立
場
に
あ
っ
た

た
め
、
報
告
も
我
田
引
水
の
き
ら
い
が
な
く
は
な
い
。

１
ト
リ
ス
ト
等
は
、
九
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
当
時
の
状
況
を
判
断
し
て
い
る
が
、
組
織
の
中
で
安
定
し
て
い
る
も
の
―
、
発
展
中

の
も
の
一
一
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
な
職
務
再
設
計
と
み
な
す
が
、
そ
こ
ま
で
至
ら
な
い
も
の
三
、
そ
の
他
は
中
断
、
と

り
止
め
な
ど
で
あ
る
。
と
り
止
め
の
も
の
も
、
職
務
再
設
計
に
コ
ス
ト
が
か
か
り
過
ぎ
た
も
の
で
、
’
一
人
は
成
功
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
な
方
法
は
、
導
入
、
実
施
お
よ
び
継
続
に
困
難
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
既
述
の
も
の
で
も
、

Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
分
析
が
職
員
の
能
力
を
超
え
た
と
思
わ
れ
る
統
計
局
、
分
析
が
行
な
わ
れ
た
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
税
務
、
首
都
委
員
会
の
場



れ
ろ
。
第
二
は
、
管
理
者
に
対
す
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
関
連
の
教
育
が
入
門
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
継
続
の
困
難
性
は
ま
た

普
及
の
困
難
性
と
同
質
の
問
題
で
あ
り
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
の
前
述
の
方
法
も
こ
こ
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

２
ト
リ
ス
ト
等
は
共
通
的
に
実
現
し
た
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
定
の
実
行
組
織
と
目
的
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ

と
白
体
を
あ
げ
る
。
合
同
運
営
委
員
会
が
で
き
て
、
労
働
組
合
の
参
加
、
労
使
の
協
力
の
態
勢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
公
務
に
特
有
の
規

則
等
の
あ
る
中
で
革
新
を
試
み
、
特
に
職
務
再
設
計
の
必
要
が
概
ね
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
第
一
世
代
、
第
二
世
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
お
り
、
任
意
的
に
応
募
し
た
機
関
の
中
か
ら
対
象
が

選
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
足
当
初
に
お
い
て
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
組
合
の
行
動
は
前
述
の
通
り
で
あ
っ
た

し
、
ま
た
、
職
務
再
設
計
以
外
の
関
心
事
項
も
、
相
当
の
比
重
で
取
扱
わ
れ
た
（
特
に
税
務
）
。
ト
リ
ス
ト
等
が
あ
げ
る
共
通
成
果
の
ひ

と
つ
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
制
の
導
入
に
代
表
さ
れ
る
仕
事
の
周
辺
条
件
が
職
員
の
必
要
に
適
合
す
る
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
と
す
る
。
な
お
、
二
人
は
、
仕
事
の
内
容
に
関
連
し
た
事
項
と
し
て
は
監
督
者
の
役
割
の
変
化
を
共
通
成
果
と
し
て
あ
げ
た
。

③
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
組
織
の
有
効
性
と
個
人
の
自
己
実
現
的
な
欲
求
の
実
現
を
目
標
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
職
務
、
仕

事
シ
ス
テ
ム
の
変
更
に
よ
っ
て
行
な
う
と
い
う
の
が
、
予
算
局
や
ト
リ
ス
ト
等
の
基
本
的
考
え
方
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
価
も
目

的
に
照
し
て
結
果
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
た
め
の
コ
ス
ト
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
リ
ス
ト
等

も
、
動
機
づ
け
、
組
織
の
有
効
性
、
効
率
の
三
つ
の
基
準
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
ほ
か
の
評
価
の
観
点
に
つ
い
て
別
の

叙
述
も
あ
り
、
関
連
づ
け
て
述
べ
る
。

第
一
世
代
の
実
験
で
は
、
既
述
の
よ
う
な
意
識
調
査
と
業
務
資
料
の
収
集
が
な
さ
れ
た
。
業
務
資
料
は
、
右
の
基
準
を
判
定
す
る
の
に

不
十
分
で
あ
っ
た
。
意
識
調
査
は
、
客
観
条
件
の
変
化
と
対
応
す
る
変
化
が
一
応
み
ら
れ
た
が
、
多
様
な
解
釈
が
可
能
な
動
き
で
も
あ
っ

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

一
二
五



４
ト
リ
ス
ト
等
は
、
公
務
に
お
け
る
労
働
の
特
質
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
。
ま
ず
、
組
織
の
有
効
性
と
関
連
し
て
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
省
庁
、
独
立
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
価
値
の
実
現
を
使
命
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
職
員
が
そ
れ
を
自
覚
し
て
い

る
と
言
う
。
特
定
の
価
値
は
、
具
体
的
に
は
設
置
目
的
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
彼
ら
の
一
一
一
一
口
う
職
員
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上

し
た
判
断
は
困
難
で
あ
る
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
一
一
一
ハ

た
。
な
お
ト
リ
ス
ト
等
は
、
仕
事
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
新
し
い
考
え
方
を
学
習
す
る
と
、
主
観
的
判
断
基
準
が
変
わ
る
な
ど
意
識
調

査
を
利
用
す
る
場
合
の
困
難
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

生
産
性
は
指
標
の
と
り
方
な
ど
に
問
題
が
あ
る
が
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
他
の
指
標
も
含
め
デ
ー
タ
が
分
析
可
能
な
形
で
収

集
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
り
、
ト
リ
ス
ト
等
も
客
観
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
報
告
し
て
い
な
い
。

彼
ら
は
、
動
機
づ
け
に
つ
い
て
は
、
職
務
と
仕
事
シ
ス
テ
ム
が
変
更
さ
れ
る
過
程
に
参
加
す
る
場
合
、
又
は
新
し
い
仕
事
シ
ス
テ
ム
の

も
と
で
、
責
任
を
担
い
、
創
造
的
に
な
っ
た
と
経
験
的
に
言
え
る
と
し
て
い
る
。
面
接
調
査
が
そ
の
判
断
の
根
拠
で
あ
ろ
う
。
有
効
性
に

つ
い
て
は
、
省
や
機
関
の
使
命
が
部
課
別
の
目
的
に
分
割
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
分
割
さ
れ
た
目
的
を
実
施
す
る
た
め
職
員
が
公
衆
と
接
触

す
る
場
面
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
職
務
設
計
で
は
、
公
衆
に
対
し
て
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
は
ず
で
あ

り
、
従
っ
て
有
効
性
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
と
Ｉ
Ｉ
Ｌ
実
証
で
な
く
１
１
４
論
じ
て
い
る
。
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
効
率
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て

は
長
期
的
に
は
監
督
費
用
、
仕
損
じ
に
よ
る
費
用
、
欠
勤
や
異
動
に
伴
う
費
用
が
減
少
し
、
他
方
、
注
意
深
さ
、
創
造
性
な
ど
に
よ
っ
て

生
産
性
が
増
し
、
効
率
は
高
ま
る
と
い
う
推
測
を
示
し
た
。
な
お
、
動
機
づ
け
と
関
連
す
る
が
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
協
力
的
労
使
関
係
を
も
た
ら

し
、
こ
れ
は
、
個
別
職
員
の
動
機
づ
け
に
好
ま
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
た
。

以
上
、
連
邦
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
興
味
深
い
主
張
は
あ
っ
た
も
の
の
、
客
観
的
デ
ー
タ
不
足
で
、
三
つ
の
基
準
を
適
用



第
一
世
代
の
実
験
で
は
、
諸
規
則
と
労
働
協
約
が
制
約
と
な
ら
な
い
よ
う
に
特
例
的
措
置
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
民
間
並
み
の
条
件

で
の
実
験
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
公
務
全
体
に
特
例
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
世
代
で
は
、
特
例

的
措
置
を
止
め
た
が
、
他
方
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
試
み
を
行
な
い
得
る
場
所
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
業
務
実
施
上
の
方
法
に
は
制
約
が

少
な
い
場
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
民
間
産
業
に
も
み
ら
れ
る
情
報
処
理
と
会
計
部
門
が
選
ば
れ
た
。
性
格
は
違
う
が
、
オ
ン
タ
リ
オ
の
対

人
サ
ー
ビ
ス
的
公
務
も
、
事
柄
の
性
格
上
、
第
一
線
に
自
由
裁
量
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
試
み
に
当
り
、
中

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

三
一
七

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
分
業
シ
『

を
理
解
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
。

位
の
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
は
続
い
て
、
現
実
に
は
官
僚
制
下
の
職
務
の
細
分
化
に
よ
っ
て
、
末
端
の
職
員
に
は
、
担

当
職
務
と
全
体
と
の
関
連
が
解
ら
ず
、
こ
の
特
定
の
価
値
を
自
覚
す
る
こ
と
が
少
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
民
間
産
業
に
広
く
み

ら
れ
る
テ
ィ
ラ
ー
主
義
的
な
分
業
の
あ
り
方
と
官
僚
制
に
お
け
る
分
業
の
差
は
特
に
考
慮
せ
ず
に
、
右
の
よ
う
な
状
況
は
と
も
に
Ｓ
Ｔ
Ｓ

論
の
適
用
に
よ
っ
て
転
換
が
可
能
と
み
な
さ
れ
る
。

公
務
の
包
括
す
る
範
囲
は
広
く
、
そ
の
中
に
は
民
間
産
業
に
お
け
る
業
務
と
差
異
の
な
い
も
の
、
例
え
ば
統
計
局
に
お
け
る
キ
ー
パ
ン

チ
ャ
ー
の
仕
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
公
務
に
お
け
る
官
僚
制
に
お
い
て
は
、
民
間
産
業
と
は
異
っ
た
分
業
シ
ス
テ
ム
下
に
あ
る
。

上
司
か
ら
下
僚
へ
部
分
的
な
権
限
が
委
譲
さ
れ
て
分
業
が
成
立
す
る
際
、
業
務
上
の
法
令
・
規
則
・
指
令
に
よ
っ
て
自
由
裁
量
の
余
地
が

少
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
国
民
に
対
す
る
責
任
か
ら
画
一
的
な
人
事
管
理
が
不
可
欠
で
、
こ
れ
も
同
様
に
法
令
等
と
し
て
実
現
さ
れ

る
。
民
間
産
業
に
お
い
て
は
権
限
が
委
譲
さ
れ
る
場
合
に
、
各
層
の
管
理
者
が
い
か
に
行
動
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
制
約
は
概
し
て
少
な

い
。
し
か
し
、
作
業
現
場
で
は
、
そ
こ
に
お
け
る
技
術
と
関
連
し
つ
つ
、
一
般
的
に
は
テ
イ
ラ
ー
的
管
理
、
な
い
し
そ
の
変
型
が
行
な
わ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
分
業
シ
ス
テ
ム
の
差
異
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
試
み
を
一
般
化
す
る
際
の
特
別
な
困
難



実
的
で
あ
っ
た
。 公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

二
一
八

間
管
理
者
等
が
冷
淡
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
ら
が
公
務
官
僚
制
の
中
に
い
る
以
上
、
自
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑤
ト
リ
ス
ト
等
は
特
別
に
論
じ
て
い
な
い
が
、
公
務
員
の
人
事
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
、
職
務
分
類
制
度
は
、
職
務
再
設
計
と
は
原
則

的
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
場
合
、
細
分
化
さ
れ
た
職
務
を
、
職
種
と
段
階
に
分
け
て
秩
序
づ
け
る
方
式
と
な
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
な
仕
事
シ
ス
テ
ム
で
は
、
集
団
で
課
業
を
担
当
し
、
そ
の
中
で
個
人
は
弾
力
的
に
広
く
役
割
を
分
担
し
能
力
を
向
上
で
き
る
よ

う
に
す
る
。
こ
れ
を
職
務
分
類
制
度
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
予
算
局
で
当
初
か
ら
意
識
し
て
い
た
し
、

ま
た
、
個
別
の
実
験
に
参
加
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
も
ふ
れ
て
い
る
。

⑥
叙
述
し
た
事
例
で
は
、
首
都
委
員
会
を
除
き
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
あ
る
職
場
の
革
新
を
実
施
し
た
。
半
自
律
的
作
業
団
（
統
計
）
、

チ
ー
ム
に
よ
る
自
治
（
翻
訳
）
、
参
加
的
管
理
（
税
務
）
、
労
伸
俸
協
議
制
下
の
問
題
解
決
（
国
防
省
）
な
ど
、
税
務
、
国
防
省
の
も
の
は
複

合
的
で
単
純
化
し
得
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
仕
事
の
周
辺
条
件
の
改
善
が
一
般
職
員
の
参
加
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
ト
リ
ス
ト
等
は

Ｓ
Ｔ
Ｓ
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
心
を
集
中
し
て
い
る
た
め
に
、
他
の
型
の
試
み
は
評
価
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
連
邦
公
務
の
官
僚
制

お
よ
び
団
体
交
渉
制
下
で
、
限
定
的
で
あ
れ
、
い
ず
れ
の
型
の
試
み
で
も
Ｑ
Ｗ
Ｌ
的
価
値
を
実
現
し
得
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
こ
れ
は

重
要
な
経
験
で
あ
る
。
試
み
に
は
、
職
場
へ
の
権
限
の
配
分
と
い
う
尺
度
で
み
て
、
内
部
運
営
の
自
主
決
定
か
ら
、
権
限
あ
る
者
へ
の
意

見
具
申
に
至
る
差
が
あ
る
。
前
者
の
変
革
の
影
響
は
大
き
い
だ
け
に
実
現
・
維
持
に
困
難
が
大
き
か
っ
た
。
後
者
は
影
響
は
少
な
い
が
現

、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
い
ず
れ
も
多
層
的
な
合
同
労
使
委
員
会
の
指
導
・
支
援
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
国
で
は
、
公
務
に
お

い
て
も
集
団
的
労
使
関
係
は
対
抗
的
で
あ
る
か
ら
、
職
員
と
組
織
の
目
的
を
同
時
に
追
求
す
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
の
よ
う

な
実
施
の
た
め
の
組
織
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ト
リ
ト
ス
等
の
一
一
一
一
口
う
通
り
、
こ
の
よ
う
な
合
同
委
員
会
が
出
来
る
こ
と
自
体
が
、
力



ナ
ダ
の
労
使
関
係
で
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
労
働
組
合
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
趣
旨
や
実
験
に
賛
成

（
幻
）

で
あ
っ
た
も
の
の
、
国
防
省
の
場
合
以
外
、
運
営
へ
の
参
加
は
積
極
と
一
一
一
一
口
え
な
か
っ
た
。
労
働
組
合
に
と
っ
て
も
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
新
た
な
経

験
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
早
急
な
転
換
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
消
極
性
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

①
対
抗
と
協
力
を
並
存
さ
せ
る
こ
と
に
伴
う
問
題
二
方
の
関
係
が
他
方
へ
影
響
し
な
い
か
、
幹
部
が
協
力
す
る
こ
と
に
対
す
る
一
般

組
合
員
の
疑
惑
）
、
②
職
場
レ
ベ
ル
の
職
員
。
｜
般
組
合
員
と
組
合
組
織
の
関
係
（
半
自
律
的
作
業
集
団
が
組
合
と
は
別
の
代
表
組
織
と

な
る
こ
と
、
苦
情
処
理
で
は
な
く
問
題
解
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
）
、
③
組
合
組
織
の
官
僚
制
（
下
部
の
自
主
的
活
動
や
公
務
官
僚
制
の
修

正
に
積
極
的
で
あ
り
う
る
か
）
④
団
体
交
渉
と
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
矛
盾
（
交
渉
結
果
の
ル
ー
ル
化
、
職
務
分
類
制
な
ど
）

国
防
省
の
ケ
ー
ス
は
、
労
働
組
合
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
で
労
使
合
同
の
事
業
と
し
て
Ｑ
Ｗ
Ｌ
が
開
始
さ
れ
、
間
接
代
表
制
に
よ
る
労
使
協

議
制
の
中
で
直
接
参
加
に
よ
る
問
題
解
決
を
促
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
団
体
交
渉
と
Ｑ
Ｗ
Ｌ
で
は
対
象
事
項
を
区
別
し
て
い
る
。
前
記
①

～
④
に
つ
い
て
、
他
の
組
合
に
は
な
い
取
り
組
み
で
あ
る
。

⑧
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
推
進
者
、
例
え
ば
ウ
ェ
ス
ト
レ
ー
に
し
て
も
、
労
働
者
が
自
己
実
現
的
欲
求
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
仕

事
シ
ス
テ
ム
革
新
の
必
然
性
を
説
い
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
実
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
純
に
意
思
を
問
え
ば
、
職

員
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
価
値
を
受
入
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
例
え
ば
、
税
務
で
課
員
が
入
れ
替
っ
た
場
合
に
、
継
続
を
希
望
し
な
か
っ
た
例
が

あ
る
。
一
方
、
第
一
世
代
の
実
験
で
は
、
一
般
職
員
に
十
分
説
明
せ
ず
に
実
施
が
決
ま
り
、
説
明
を
受
け
て
ほ
と
ん
ど
の
者
は
参
加
し
た
。

一
定
の
働
き
か
け
で
Ｑ
Ｗ
Ｌ
を
支
持
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
的
価
値
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
場
で
も
す
べ

て
の
職
員
に
受
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
翻
訳
で
は
、
前
述
の
劇
的
事
件
も
経
験
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
個
人
の
態
度
や

価
値
の
差
の
問
題
に
は
、
集
団
の
圧
力
の
問
題
と
と
も
に
、
公
務
に
お
い
て
も
、
民
間
産
業
同
様
に
、
具
体
的
対
処
が
必
要
で
あ
る
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

二
一
九



公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）

’
三
○

９
ト
リ
ス
ト
等
は
、
世
上
Ｑ
Ｗ
Ｌ
で
は
管
理
運
営
事
項
を
労
働
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
受
取
ら
れ
て
い
る
が
、
労
働
者
は
彼
ら

の
仕
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
仕
事
は
機
関
の
使
命
を
分
割
し
て
得
ら
れ
る
と
理
解
し
た
。
オ
ン
タ
リ
オ
の

労
使
共
同
宣
言
は
Ｑ
Ｗ
Ｌ
は
課
業
の
実
施
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
以
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
｜
般
職
員
が
機
関
が
行
な
う
べ
き

機
能
の
内
容
に
発
一
一
一
一
口
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
オ
ン
タ
リ
オ
の
対
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
ト
リ
ス
ト
等
の
公
衆
と
の
接
点
と
な
る

仕
事
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
職
員
の
労
働
に
お
け
る
質
と
と
も
に
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
範
囲
で
機
関

の
機
能
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

公
務
官
僚
制
が
法
令
の
実
施
を
課
題
と
し
て
お
り
、
し
か
も
、
公
平
の
た
め
画
一
的
取
扱
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
管
理
者
が
こ
の
シ
ス

テ
ム
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
た
め
の
組
織
革
新
に
は
容
易
に
持
続
的
支
持
が
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
が
実
験
・
試

行
で
も
っ
と
も
大
き
な
困
難
で
あ
っ
た
。
公
務
官
僚
制
の
経
済
的
側
面
で
あ
る
予
算
制
度
も
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
に
と
っ
て
好
ま
し
い
条
件
で
な
い

本
稿
の
最
初
に
指
摘
し
た
、
民
間
産
業
と
比
較
し
た
公
務
官
僚
制
の
特
色
が
、
カ
ナ
ダ
の
こ
の
分
野
で
の
試
み
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
関
連
し
て
い
た
か
を
、
示
せ
ば
以
下
の
通
り
と
な
ろ
う
。

公
務
官
僚
制
の
も
と
に
お
い
て
も
、
民
間
産
業
と
同
様
に
細
分
化
さ
れ
た
労
働
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
独
自
の
理
由
に
よ
っ

て
末
端
職
員
の
行
動
に
自
由
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
側
で
ふ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
Ｑ
Ｗ
Ｌ
の
適
用
を
試
み
る
動
機
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
他
の
理
由
、
例
え
ば
モ
ラ
ー
ル
、
労
使
関
係
な
ど
の
問
題
も
同
時
に
、
試
行
の
背
景
と
な
っ
た
。
と
く
に
オ
ン
タ
リ
オ

の
ケ
ー
ス
な
ど
で
顕
著
で
あ
る
。
な
お
、
効
率
、
生
産
性
は
、
労
使
関
係
上
の
配
慮
か
ら
、
必
ず
し
も
目
標
に
掲
げ
ら
れ
な
か
っ
た
牙

ン
タ
リ
オ
の
場
合
な
ど
）
。



さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
、

性
も
ま
た
示
さ
れ
た
。

こ
と
が
、
面
接
調
査
に
当
り
、
実
務
家
た
ち
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
不
足
な
ど
の
事
態
（
⑪
参
照
）
を
も
た

ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
務
員
の
労
働
関
係
、
職
務
分
類
制
度
な
ど
に
つ
い
て
も
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
（
⑤
、
）
。

以
上
の
よ
う
な
諸
困
難
は
、
予
想
さ
れ
た
よ
う
に
現
実
に
も
生
じ
た
と
一
一
一
一
口
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
②
で
指
摘

さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
、
⑥
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
革
新
的
な
試
み
が
な
さ
れ
、
実
施
場
所
が
好
環
境
に
恵
ま
れ
た
場
合
、
持
続
す
る
可
能

公
務
の
質
に
つ
い
て
は
、
側
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ト
リ
ス
ト
等
が
注
目
し
て
い
る
か
、
常
に
積
極
的
に
考
慮
さ
れ
た
と
は
、
一
一
一
一
巳
難
い
。

し
か
し
、
翻
訳
局
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
翻
訳
の
質
に
つ
い
て
も
関
心
が
あ
っ
た
。
オ
ン
タ
リ
オ
の
対
人
サ
ー
ビ
ス
（
⑨
）
も
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
資
料
不
十
分
で
紹
介
し
て
い
な
い
が
、
雇
用
事
務
所
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
目
指
す
第
三
世
代
の
試
み
が

あ
っ
た
。

（
鍋
）
ロ
『
」
ｎ
月
風
の
【
囚
ロ
ロ
ョ
ヨ
］
］
国
ヨ
シ
．
ご
く
①
の
（
］
の
】
》
Ｃ
三
門
（
昌
罫
の
田
甸
且
ミ
ミ
コ
＆
胃
の
ｑ
ご
骨
の
（
○
ヰ
ロ
ヨ
「
囚
函
旧
ロ
ゴ
○
日
○
：
四
二
四
》
ご
缶
）
・

（
〃
）
統
計
局
、
首
都
委
員
会
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
報
告
に
、
組
合
の
参
加
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
、
翻
訳
部
に
一
般
職
員
の
組
合
に
対
す
る

疑
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

公
務
に
お
け
る
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（
下
）
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